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はじめに

豚サルモネラ症は下痢を主徴とする疾病であり、発症豚の死亡や発育不良に伴う経済的損失をもたらす。

また、感染後の無症状保菌豚は長期に渡り排菌し、農場を汚染することが知られている１,２)。さらに、腸管内の

サルモネラは、と畜場における枝肉汚染の原因や、人における食中毒原因菌の１つであることから、公衆衛生

上も重要な疾病である６)。

平成24年４月、管内一貫経営農場で豚サルモネラ症が発生し、農場の汚染状況に応じて繰り返し衛生対

策を講じ終息に至ったので、その概要を報告する。

農場概要

当該農場は、繁殖豚177頭、総飼養頭数1738頭の一貫経営である。従業員は３名、畜舎数は母豚舎

１棟、分娩舎１棟、離乳舎２棟、子豚舎１棟、肥育舎２棟の計７棟で、いずれも解放豚舎である。子

豚は25日齢で離乳し、分娩舎で約１週間程度飼養した後、離乳舎へ移動する。その後、子豚舎、肥育

舎へと移動し、出荷となる。同農場の肥育舎は、豚房が１階と２階に分かれており、肥育豚は肥育前

期に２階豚房で飼養後、肥育後期に１階豚房へ移動する。一方、発育不良豚は、通常のピッグフローと

は異なり、分娩舎から隔離豚房に集められ飼養後、肥育舎２階で他の健康豚と合流する。また、この農場の特

徴として、肥育舎の２階豚房の糞尿は１階豚房へ落下し、１階の糞尿とともに回収される構造になって

いるため、伝染性疾病が拡散する危険性が極めて高い（図１）。

なお、飲水は井戸水を使用しており、ネズミの駆除は殺鼠剤を用いて定期的に実施している。



- 8 -

図１ 豚舎配置図とピッグフロー

発生経過

平成 24 年４月 27 日、畜主より「3 月末頃から分娩舎で繁殖母豚の食欲低下や離乳直後の豚に下痢

や発育不良が多発している。カナマイシンで治療しているが、治まらない。」との連絡が家畜保健衛生所（以

下、家保）にあり、４月28日、検診を実施した。

検診時、発症豚は分娩舎入口付近に限局（図２）し、一部繁殖母豚で食欲不振を、離乳直後の豚で

黄色水様性下痢便や発育不良豚を認めた。また、離乳豚の下痢はほぼ回復傾向であったが、分娩豚房

当たり子豚10～12頭中８～９頭で発育不良豚が確認された（写真１）。これらの臨床症状から、離乳直後

に多発する細菌性下痢を疑い、水様性下痢便と発育不良豚の直腸スワブを用いて細菌検査及び薬剤感受

性試験を実施した４)。

図２ 発症豚の豚舎配置図 写真１ 臨床所見（30 日齢離乳豚）
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５月９日、離乳豚１頭の水様性下痢便からSalmonella Typhimurium（以下、ＳＴ）を分離し、豚サルモネラ

症と診断し、同日、家畜伝染病予防法第４条に基づき届出を行った。また、薬剤感受性試験結果より農場で

使用されていた薬剤は耐性（表１）であったことから、使用薬剤をアンピシリンからカナマイシンに変更し適

切な治療を行うよう指導した。合わせて農場内におけるサルモネラ症まん延状況の把握及び清浄化に向け

て、衛生対策を開始した。

表１ 薬剤感受性試験結果

発生状況調査

５月29日第１回目、農場内の環境汚染状況と豚群の感染状況を把握するため、発症豚群や隣接豚群の直

腸スワブ、これら豚群の移動履歴のある豚房床、繁殖母豚保菌状況、飼料汚染等について調査した。調査に

あたっては、豚房床と直腸スワブを合わせて採材し、ＳＴ分離状況を検討した。

検査材料及び方法

１ 検査材料

直腸スワブは、繁殖母豚は１頭ごとに１検体とし、肥育豚は１豚房あたり５頭を採材し、プール後１検体

とした。豚房床は、１豚房当たり100㎝２以上を拭き取り、１検体とした。飼料は１種類当たり25ｇ以上を採材

し、１検体とした。

採材数は、母豚舎で繁殖母豚３頭、分娩舎で豚房床４箇所と子豚の直腸スワブ４検体、離乳舎及び子豚

舎でそれぞれ豚房床１箇所と直腸スワブ１検体、飼料は餌つけや子豚飼料の計３種類を採材した（表２）。

２ 検査方法
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定法に従い、直腸スワブ材料はハーナーテトラチオン酸塩（以下、ＨＴＴ）培地を用いて増菌培養を実

施した。飼料及び豚房床拭き取り材料は緩衝ペプトン水で前増菌培養した後、ＨＴＴ培地を用いて増菌培

養を実施した。増菌培養した検体は、ＤＨＬ培地及びＥＳⅡ培地を用いて分離培養後、サルモネラを疑うコ

ロニーについては、生化学性状及びサルモネラ免疫血清型別検査を実施し、同定した3,5)。

また、分離された株は、薬剤感受性試験を実施した。

農場汚染と感染状況の結果

結果、分娩舎の一部豚房床、子豚舎の豚群と豚房床、隔離豚房の豚房床で、ＳＴが分離された。一方で、

ＳＴ分離豚と同一豚群（以下、ＳＴ分離豚群）を分娩した繁殖母豚３頭、ＳＴ分離豚群が移動した履歴

のある離乳舎の豚房床と直腸スワブ、飼料では、ＳＴは検出されなかった（表２）。

これらのことから、ＳＴによる汚染はいずれも検診時のＳＴ分離豚群が飼養されていた豚房もしくは、豚群に

限局し、他の豚群への汚染拡大や豚房間における水平感染はないことがわかった。

なお、薬剤感受性試験結果（５月29日）は、表１のとおりであった。

表２ ＳＴ汚染状況調査結果

衛生対策

第一回目のＳＴ汚染状況調査結果より、６月５日、これまで畜主が実施していた衛生対策を見直すとともに、

感染拡大防止のため飼養管理の改善と保菌豚対策を実施するよう指導した。

１ 飼養衛生管理の改善指導内容

畜舎や豚房が空舎になった後は、洗浄・消毒・石灰塗布を徹底的し、その後、一定期間空舎期間を設け

る。特にＳＴが分離された子豚舎は、消毒等の衛生対策効果を高めるため、オールイン・オールアウトを徹
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底する。また、隔離豚房は、衛生環境が著しく悪くＳＴ高濃度汚染が示唆されたため、洗浄・消毒後、一定

期間の使用を中止する。さらに、発育不良豚の早期淘汰や農場入口の石灰帯の設置等を指導した。

２ 感染豚対策の指導内容

有効薬剤カナマイシンでＳＴ分離豚群を全頭一斉治療し、予防的にまん延を防止するよう指導した。

第一回の汚染状況調査結果から他の豚群や豚房への広がりがないことや、検診以後、各豚舎においてサ

ルモネラ症を疑う症状が認められないことなどから、以後ＳＴ分離豚群を追跡し、衛生対策を実施することとし

た。また、これら対策が実施された後は、家保が再度ＳＴ汚染状況調査を実施し、豚房汚染や豚の感染状

況が陰性であることを確認したのち、豚房の使用や豚群の移動を行うよう指導した。

指導後、畜主により豚房の水洗、消毒（逆性石けん製剤）、乾燥、石灰塗布が丁寧に実施されるようにな

った。併せて、治療が６月４～６日と11～13日の３日間連続２クール実施された。

衛生対策後の汚染状況調査結果

６月 19 日第２回目、再度ＳＴ汚染状況調査を実施したところ、子豚舎の豚群及び豚房床からＳＴは検

出されず、洗浄・消毒等の衛生対策の効果が示唆された。一方、分娩舎では、前回の汚染調査時に分離され

た豚房で、再びＳＴ検出され豚房の洗浄・消毒等が不十分であると考えられた。

隔離豚房について、畜主に使用中止を求めたが、他の空き豚房の調整がつけられず、発育不良の豚群

（以下、隔離豚房群）が継続飼養されていた。また、これら豚群の一部がＳＴ陰性を確認する前に、肥育舎２

階へすでに移動していたため、隔離豚房群と合わせて追加調査を実施した。

その結果、隔離豚房と肥育舎２階の豚房床、隔離豚房群からＳＴが検出された（表３）。

表３ 衛生対策後の調査結果
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衛生対策の再検証と今後の対策

６月 28 日、衛生対策後の第２回目汚染状況調査結果より前回指導した内容を再度検証し、衛生対策の

再徹底や新たな対策改善を指導した。

１ 飼養衛生管理の再改善指導内容

分娩舎と肥育舎２階の汚染豚房は、洗浄・消毒等を再徹底し、必ずＳＴ陰性を確認後、使用する。隔離

豚房は、ＳＴの清浄化が難しいことから、使用を中止し、徹底した清掃を実施する。また、隔離豚房のＳＴ保

菌豚群は、従来のピッグフローで移動した場合、肥育豚舎２階から１階への落下便によりＳＴの拡

散が懸念されたことから、今回、これら豚群は肥育舎２階へ移動せず、肥育舎１階の隅に新たな発

育不良豚用の豚房を設けるなど、ピッグフローを変更するよう指導した（図３）。

２ 保菌豚対策の指導内容

有効薬剤カナマイシンで７月２～４日の３日間再度投与し、合わせてギ酸の添加を行うよう指導した。

図３ ピッグフローの変更

指導後、豚房の洗浄・消毒等の徹底、適切な治療がなされ、また、隔離豚房で最も発育が不良であった８

頭が淘汰され、残りの隔離豚房群は肥育舎１階へ移動した。

ピッグフロー変更後の衛生対策と結果検証

７月 12 日第３回目、隔離豚房群及び移動先の肥育舎１階の豚房を再調査したところ、再び豚房床と直
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腸スワブからＳＴが検出された。また、長期間の治療や衛生対策に関わらずＳＴが分離されたため、再度分離

株を用いて薬剤感受性試験を実施した（表１）。

調査開始から７月までに下痢等の症状は回復していたが、長期間隔離豚房群でＳＴが検出されていること

から、一部の豚が保菌豚になっていることが示唆された。保菌豚を摘発し、さらなる対策を実施するため、これ

までの検査豚群のプールによる検査方法から、豚に耳標を装着した個体管理による検査に変更した。また、

分娩舎でＳＴが分離されていた豚房は、ＳＴ陰性を確認し、使用を開始した。

８月８日第４回目、個体管理により16頭中２頭でST保菌豚が摘発され、畜主に対し、ＳＴ保菌豚と非保菌豚

で豚房を分別し、徹底的に洗浄・消毒等するよう指導した。また、カナマイシンの使用が長期化していたため、

再度実施した薬剤感受性試験の結果から使用薬剤をＳＴ合剤へ変更し、再治療もしくは淘汰のいずれかを実

施するよう指導した。

以後、畜主によりST保菌豚の治療と豚房の洗浄・消毒等が徹底された。８月27日第５回目、２頭の直腸スワ

ブからＳＴ陰性を確認し、さらに１ヶ月後、第６回目の確認検査で直腸スワブと豚房床の両者でＳＴ陰性が確認

された。２回連続でＳＴ陰性を確認し、９月19日、豚サルモネラ症が終息した（表４）。

表４ ピッグフロー変更後の衛生対策と調査結果

まとめ

今回、豚サルモネラ症の発生原因の特定には至らなかったが、発生から終息までの衛生指導にあたり、

汚染状況調査により農場の汚染状況を十分に把握し、常在化しやすいサルモネラの特徴や農場の畜舎構造

の特性を踏まえ、衛生対策と汚染状況調査を繰り返し実施した。指導に際しては、畜主と十分に話し合いを

持ち、洗浄消毒の徹底などの飼養衛生管理の改善やピッグフロー変更による汚染拡大防止、適切な治療や
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淘汰の実施など、汚染状況に応じて粘り強く指導し、終息させることができた（図４）。また、具体的な数値や

図、写真を多用し、分かりやすい資料（図５）の作成や説明を心がけ、畜主自身も農場内のサルモネラ汚

染状況を把握できるよう工夫した。対策開始当初は、不十分な状況が見受けられたものの、疾病に関する知

識や衛生対策の必要性を１つずつ確認することで、徐々に畜主のやる気や衛生意識の向上へ繋がり、長期

間ＳＴが分離された隔離豚房を始め、農場内での日常の洗浄・消毒等衛生対策を改善させることができた。

豚サルモネラ症の終息に至るまでに、農場では衛生意識の向上と共に日常の作業体系を見直すなど、大

変な努力があった。そのような中で家保は、現状の問題点を洗い出し、粘り強い指導と密なコミュニケーション

を持ち、段階的に対策を講じるなどの支援が重要と考えられた。今後も、農場の飼養形態等に応じたより良い

飼養衛生管理を指導してゆきたい。

図４ 発生から終息までの衛生指導

図５ 指導方法の一例



- 15 -

参考文献

１）浅井鉄夫：豚のサルモネラ症の低減化への課題＜No.22、23＞、２～７、日本ＳＰＦ豚（2003）

２）飯島俊哉：豚病学＜第四版＞、310～314、近代出版（1999）

３）鶏病研究会：SalmonellaとCampylobacter jejuniの検査法＜第28巻＞、55～65、鶏病研究会報

（1992）

４）農林水産省消費・安全局：病性鑑定マニュアル＜第三版＞、226～228、全国家畜衛生職員会

５）大角貴幸：豚のサルモネラ検査法＜No.24＞、45～48、All About Swine（2004）

６）全国食肉衛生検査所協議会・編：新・食肉衛生検査マニュアル、196～201、中央法規出版（20

11）


